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外国子会社合算税制（J-CFC税制）の概要

※平成29年8月 経済産業省投資促進課「CFC税制の改正について」を基にEYが編集
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外国子会社合算税制（J-CFC税制）の概要
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グループ

外
国
関
係
会
社

A. 事業基準
主たる事業が株式の保有、IPの提供、船舶・航
空機リース等でないこと

（※） 一定の要件を満たす航空機リース会社は
除外

B. 実体基準
本店所在地国に主たる事業に必要な事務所等
を有すること

C. 管理支配基準
本店所在地国において事業の管理、支配及び運
営を自ら行っていること

D. 所在地国基準（下記以外の業種）
主として所在地国で事業を行っていること

（※） 製造管理等子会社も基準を満たす

非関連者基準（卸売業など8業種）
主として関連者以外の者と取引を行っていること

経済活動基準

合算課税
なし

いずれかを
満たさない

すべて
満たす
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受動的所得の
合算課税

※受動的所得がなけ
れば合算課税なし

ペーパーカンパニー／事実上のキャッシュボックス／
ブラックリスト国所在のもの
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20%未満

20%以上

20%未満

居
住
者
・
内
国
法
人
等
が
合
計
で
50
%
超
を
直
接
及
び
間
接
に
保
有

（出典：平成29年度 税制改正の解説を一部加工して作成）

（注） 内国法人の令和6年（2024年）4月1日以後開始する事業年度については、27%に引き下げ
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外国子会社合算税制（J-CFC税制）の概要 税制改正・税率の引き下げ

• 2017年度J-CFC税制の改正により、2018年4月1日開始事業年度以降米国・英国・オランダ・中国・韓国等がJ-CFC税制の対

象となりました。2018年度以後もJ-CFC税制及び各国の税制が毎年改正されております

• 内国法人の2024年4月1日以後開始する事業年度については、J-CFC税制のトリガー税率が27%に引き下げられます。これに

より、米国・ドイツ・インド等では、州税を始めとする地方税を含めた租税負担割合が27%を超え、合算課税対象外となる可能性

があります（次頁参照）

2010年改正

実効税率
20%以下の国が

対象

2017年改正

法人税率
20%以上30%未満

の国も対象

2016～2020
米国連邦法人税率

引き下げにより、州税
を含めた税率は

21~35%に

2023年改正

トリガー税率が
27%に

引き下げ

J-CFC税制対象国 一部J-CFC税制対象国

20%
20%
未満

20%以上
30%未満

20%
以下

オランダ
中国
韓国 等

シンガポール
香港 等

30%

21-35%

米国
40.75%

27%

20%
未満

20%以上
27%未満

将来の変動要因

・米国大統領選後の税制改正

・PIllar2関連の税制改正
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により信頼を提供し、クライアントの成長、変革及び事業を支援します。

アシュアランス、コンサルティング、法務、ストラテジー、税務及びトランザ

クションの全サービスを通して、世界が直面する複雑な問題に対し優れ

た課題提起（better question）をすることで、新たな解決策を導きます。

EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、
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り個人情報の主体が有する権利については、ey.com/privacyをご確認ください。EYのメンバー

ファームは、現地の法令により禁止されている場合、法務サービスを提供することはありません。

EYについて詳しくは、ey.comをご覧ください。

EY税理士法人について

EY税理士法人は、EYメンバーファームです。税務コンプライアンス、クロスボーダー取引、M&A、
組織再編や移転価格などにおける豊富な実績を持つ税務の専門家集団です。グローバルネット
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